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1 

  総則 

 はじめに 

１ 背景と目的 

平成 23年の東日本大震災、平成 28年の熊本地震、近年の台風等の風水害等による被害は広範

囲に及び、ライフラインや交通の途絶等のほか、大量の災害廃棄物（がれき、ごみ、し尿等）が

発生した。 

今後、大規模災害が発生した場合、中央区（以下「本区」という。）においても、平常時と性

状の異なる膨大な量の災害廃棄物が発生することが想定され、区民の健康・衛生環境面での安全・

安心の確保や速やかな災害復旧のためには、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理が必要不可欠とな

る。 

大規模災害に対して、都市計画・まちづくり、保健医療、産業振興、教育等の政策分野におけ

るさまざまな取組・施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として、本区では「中央区国

土強靭化地域計画」が策定されている。 

一方で、大規模災害に伴い発生した廃棄物への具体的な対応として、処理体制を確保し、適正

に処理することにより、区民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止するとともに、早期の

復旧・復興をはかり、さらには、災害を克服した後も、都市の持続性を確保するため、本区にお

ける災害廃棄物の処理に係る対応を定めた「中央区災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」とい

う。）を策定する。 

 

災害廃棄物処理計画に係る国、東京都の主な動きは次のとおりである。 

（国） 

平成 23年東日本大震災、平成 27年関東・東北豪雨、平成 28年熊本地震等の廃棄物処理に係る

経験や教訓を基に、平成 27年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年 法律第 137

号。以下「廃棄物処理法」という。）」及び「災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）」が改

正された。 

平成 28年には「廃棄物処理法基本方針」において、災害廃棄物の処理について計画に定めるこ

とを区市町村の役割として位置付けるとともに、災害廃棄物対策の推進・処理計画の作成に資す

ることを目的に、災害時における廃棄物処理を適切かつ迅速に行うための基本的事項をまとめた

「災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3月 環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）」、「大

規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（平成 27年 11月 環境省大臣官房廃棄物・リサ

イクル対策部）」を作成した。 

（東京都） 

東日本大震災及び平成 25年伊豆大島の土石流災害において災害廃棄物の受入処分を行ったほ

か、平成 28年熊本地震では、職員を派遣し支援を行った。こうした経験や教訓を踏まえ、都内

区市町村における災害廃棄物処理計画の策定の参考となる、基本的な考え方や主体が果たすべき

役割、体制等を定めた「東京都災害廃棄物処理計画（平成 29年 6月 東京都）」を策定した。 
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 基本的事項の整理 

１ 前提とする災害の規模・種類 

（１）地震災害 

前提とする地震災害は、中央区地域防災計画で採用されている「首都直下地震等による東京の

被害想定（平成 24年 4月 東京都防災会議）」に基づくものとする。地震災害の被害想定を表

１-１に示す。 

 

表１-１ 前提とする地震災害と被害想定 

条
件 

想定地震 東京湾北部地震 マグニチュード 7.3 

区内の震度 6強、一部 7 

想定時期及び時刻 冬の 12時 冬の 18時 

想定風速 8ｍ/ 秒 8ｍ/ 秒 

人
的 

被
害 

避難所生活者数 28,971 人 29,103 人 

帰宅困難者数 309,315 人  

物
的
被
害 

建
物
被
害 

全壊棟数※ 1,942 棟 

ゆれによる全壊棟数 1,926 棟 

（うち木造） （1,444 棟） 

（うち非木造） （482 棟） 

液状化による全壊棟数 15 棟 

火
災 

出火件数 20 件 23 件 

焼失棟数（損壊建物を含む） 61 棟 101 棟 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

被
害 

上水道 68.5 ％  

下水道 29.5 ％  

ガス 2.6～100.0 ％  

電気 40.3 ％ 40.5 ％ 

電話 1.8 ％ 2.0 ％ 

津
波 
被
害 

最大津波高（満潮時） 1.88 ｍ 

最大津波の到達時間（東京湾） 3～7 分 

建物
被害 

水門開放時の全壊棟数 なし 

水門開放時の半壊棟数 なし 

人的被害 なし 

そ
の
他 

エレベーター閉じ込め台数 585 台  

 自力脱出困難者数 4,444 人 3,836 人 

※ 「ゆれによる全壊棟数」と「液状化による全壊棟数」の合計値であるが、小数点以下の四捨五入により

一致しない。 

出典「中央区地域防災計画」（令和 3年修正）を編集 

2 

２ 本計画の位置付け 

国は、平成 28年、「廃棄物処理法」を基に「廃棄物処理法基本方針」を示し、災害廃棄物の処

理について計画を定めることを区市町村の役割として位置づけた。本計画は、この基本方針に基

づき、東京都が作成した「東京都災害廃棄物処理計画（平成 29年 6月）」及び特別区清掃主管部

長会が作成した「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン（平成 27年 3月）」の内容を踏まえて

策定するものである。 

なお、策定にあたっては、「災害対策基本法」に基づく「中央区地域防災計画」、「国土強靭

化基本法」に基づく「中央区国土強靭化地域計画」、「廃棄物基本法」に基づく「中央区一般廃

棄物処理基本計画」等との整合性を図りながら、災害発生後の廃棄物の処理に関する事項を整理

する。本計画の位置付けを図１-１に示す。 

 

図１-１ 計画の位置付け 

 

            

 
出典「東京都災害廃棄物処理計画」（平成 29年 6月）を編集  

2 本計画の位置付け
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